～平成12年度より建築士事務所の開設者を対象とする研修会が開催されております～
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　平成20年11月28日に改正建築士法が施行され、（社）長野県建築士事務所協会及び（社）日本建築士事務所協会連合会は建築士法第27条の2第1項に規定する法定団体となりました。
　この研修は、同法第27条の2第3項に規定する業務の一部として実施するものです。建築士事務所の開設者を対象に業務の運営、業務責任等、建築士事務所業務の適正化を図ることを目的に下記の通り開催いたしますので是非受講されますようご案内申し上げます。
１．主　　　催　（社）日本建築士事務所協会連合会

　　　　　　　　（社）長野県建築士事務所協会

２．受講対象者　（１）平成22年9月30日までに登録更新が必要な事務所の開設者

（２）平成20年10月1日以降に新規登録された事務所の開設者

（３）平成16年10月以降受講対象事務所で受講していない事務所の開設者
（４）建築士法・建築基準法の改正ポイント研修希望の開設者

３．日時・会場〔受付9：00～〕
	開　催　日
	会　　　　　　場
	定　　員

	10月22日(木)

9：30～16：30
	長野県松本文化会館　「第1会議室」

松本市水汲69-2 　　　　　☎0263－34-7100
	９０名


※ 講習会当日のお問い合わせは、090－3403－3977(直通)
４．受　講　料　15,000円（消費税・テキスト代含）

　　　　　　　　ただし、（社）長野県建築士事務所協会会員は12,000円です。
５．テキスト　建築士事務所の課題と展望（当日配布）
６．申込期限　平成21年10月8日

テキスト用意の関係上申込期限は厳守してください。
７．ＣＰＤ認定　3単位（認定№ 002107）
８．申込方法　受講申込書に必要事項をご記入のうえ、お振込証明書のコピーを貼付して
　　　　　　　　ＦＡＸにてお申込ください。受付しましたら、受講券をＦＡＸにて送付致します。
　　　　　　　　（受講券がお手元に届いた時点で受付手続きは完了となります。）
　　　　　　　　※受講券が届いてない場合は、お手数ですが協会までお問い合わせください。
　　　　　　　　※同封の専用振込用紙に必要事項をご記入の上、お振込みください。

　　　　　　　　※既納の受講料はご返金しかねますので、ご注意ください。

但し、欠席者には後日テキストを送付致します。

また、お振込み手数料はご負担ください。

　　　　　　　　○お振込先(郵便振替)：（社）長野県建築士事務所協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　長野支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　００５９０－６－８３８９５

９．時間割・内容・講師
	時　間　割
	講　義　内　容
	講　　　　　師

	9 ：30～9 ：45
	開　　　　　　　講　　　　　　式
	（社）長野県建築士事務所協会　会長

	9 ：45～12：00
	はじめに

建築士事務所の枠組みと課題

業務のあり方を見直す

建築士事務所の業務責任
	（社）長野県建築士事務所協会

	12：00～13：00
	休　　　　　　憩

	13：00～14：00
	法令に関する科目
	長　野　県　建　設　部

	14：00～15：00
	賠償責任保険
	(有) 日 事 連 サ ー ビ ス

	15：00～16：30
	建築士事務所が目指すべきもの

おわりに

受講証明書の交付
	（社）長野県建築士事務所協会


１０．受講証明書　受講修了者に「受講証明書」を交付致します。

　　　　　　　　　※受講対象者は必ず本人とし、代理者の受講は認められません。ご留意下さい。
１１．講習会当日の持ち物
　　　・受講申込書（ＦＡＸした原本）　　　　　・受講券

　　　・ＣＰＤ会員証（事務所協会会員のみ）　　・昼食
１２．お申込先・お問合せ先

（社）長野県建築士事務所協会　本会事務局

〒380-0936　　長野県長野市岡田町124－1　長水建設会館2F
TEL：026-225-9277　　　FAX：026-225-9278
URL：http://www.nsjk.com　　E-mail：jimu1@nsjk.com






建築士法第27条の２による


「開設者研修会」開催のご案内





（社）長野県建築士事務所協会

















